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杉並区教育委員会

委晨の任 命
学校運営協議会

委員（構成： 12名以内）
・校長1名

校 長

コミュニティ ・

スク ー ルの指定

i 
一一

・公募委員4名以内
・校長推薦4名以内

三 学校運営の基本方針

東京都教育委員会

教職員人事の決定

・学識経験者3名以内

委員の身分
・教育委員会が任命する

非常勤職員
・任期は2年（再任可）

万ら 1 学校運営 ・ 教育活動
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保護者、 地域の皆さん

し���� 学校追営協議会の役割 -••-�·- -•·-�-----J
学校迎営協議会においては、 以下のような役割が規定されています。
保談者や地域住民の意児を学校迎営に反映させながら 、 校長のリ ー ダ ー シップと明

碓iな学校経営ビジョンのもと 、 校長と一体となって、 もしくは校長を補佐しつつ、 児童・
生徒の健やかな育成とより良い教育の実現を目指します。
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i ●校長が作成する学校運営に関する基本的な方針の承認を行う
⇒佼長の学校経営ビジョンづくりに向けて、 教育課程の編成 、 予筒執行 、 組織編成 、 胞設・設俯j等の幣

備及び怜理に関する事項について協議します。

●学校運営に関し、教育委員会又は校長に意見を述べる
⇒粘本的な方針に関する協議にとどまらず 、 学校迎営全般にわたり意児を述べることができますm

●学校の教職員の任用に関し、任命権者に意見を述ぺることができる
⇒めざす教育方釘を実現させるために「こんな先生に来てほしい」と 、 教育委員会に意兄を述べるこ

とができます。

上記3つの役割を果たすために、 懇談会などを通じて保護者等の意児や要望の把槻したり、 学校迎 ； 

i 営状況の点検・評価を行います。また、 広報紙などにより、 イ呆詭者や地域住民へ活動状況筈について ：

I ., 占絞提但を行います。 i 
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会長 員下 進（前学校支援本部長）

会長代理 田邊直子（本校元PTA会長）

委員 青木紀男（福島県南相馬市前教育長）

東島信明(NPO生涯学習「知の市庭」代表理事）

矢島謙一 （杉並区商店街振興組合副理事長）

岡村 猛（六大学野球連盟理事）

石原 力（本天沼東町会長、 本校震災救援所運営連絡会会長）

冨田 聡（本校元PTA会長、 本校学校支援本部役員）

辻村清美（本校元PTA副会長、 天沼青少年育委員会委員）  

吉田 由美（本校PTA会長） 

渡辺 宏（校長）

事務局 川口淳一 （副校長） (H30.3. 現在）

学校迎営協議会発足時より委員としてご活動いただきました荻須吉洋氏が 、 平成
29年8月にご逝去されました。謹んでお悔やみ申しあげます。

匹学校運営協謙会とはとのような仕組みですか？

I― -

羹附遥翌），
会長慎；下 進

学校運営協議会は、教職員他多く

の関係者の努力に加え、地域や家庭

の教育力を挙げて学校経営を協働し

ていく使命があります。各委員の意

見を熟議しながら子どもたちの育成

に貢献してまいります。

校長渡辺 宏

本校は「自由と貢任」を校風に歴

史を積み重ねてまいりましたが、杉

並区教育ビジョン2012「共に学び共

に支え共に創る杉並の教育」の実現

を目指し、地域と共にある学校づく

りとして、新たな一 歩を進めてまい

仁＇ ります。

学校運営協議会（以下「協議会」という。）は、杉並区学校迎営協議会規則に定められた学校連営に関する事
項に対し、 一定の権限を持ち、意思決定を行う合議制の機関で、年8 ~ 1 0回程度開催しますc

協議会の委員は、 校長を含めて1 2名以内で構成され、校長以外の委員は杉並区教育委員会が任命する升常勤
職員の身分を有し、 学校運営の当事者として貨任を持って参画します。

協議会のイメ ー ジ図や役割などの詳細は、パンフレット中面に掲載してありますので、合わせてご賢くださし\ 0

学校運営協議会委員はとのような取維を行っていますか？

協試会会議では、委晨個々の知識や経験を生かしながら、校長の作成する次年度の学校迎営の基本方針の検討や、
課酒解決への協議を行い、当事者として貨任ある意見を発信しています。

また、 協議会委員は、教職員や保詢者 ・ 学校支援本部などとの懇談会の開催や、 学校行事や学校公開への梢極的な
参加などにより 、 学校迎微にかかわる1青報の共有化を図ってtヽます。

このほか 、 広報紙の発行などを通じて、 地域住民や保祁者に向けて協議会の取組の周知を図っています。

m 咋コミュニティ ・ スク ー ルにする必要があるのですか？

コミュニティ ・ スク ー ルでは、当該校の児童• 生徒をどのように育てていくのか、 地域との連携・相互理解のもと、
当該校の経営方針が明確になります。更に、子どもたちを取り巻く地域の課題解決に向けて、地域と学校が協働して
取り組む機運も前成されますこ こうした取組を持続的・安定的なものにしていくためには、協議会制度が欠かせな
いものとなります。

区では、 平成33年度の全校指定に向け、 学校や地域の実情等を踏まえながら、 地域との連携・協働を推進する甚
盤となるコミュニティ ・ スク ー ルの計画的な拡充を図っています。
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